
（35）ボウリング競技 

 

１ 期  日：平成 28 年 7 月 2 日（土）・3 日（日） 

 

２ 大会日程：               第 １ 日                    第 ２ 日 

            監督会議       8:00～8:30 

            選手集合          8:00              選手集合         8:00 

            開始式         8:50～9:20 

                          個  人  戦                    団  体  戦 

            A 組 1 回戦    9:30～10:50       A 組 1 回戦    8:30～10:00 

            B 組 1 回戦   11:00～12:20       B 組 1 回戦   10:10～11:40 

            A 組 2 回戦   12:30～13:50       A 組 2 回戦   11:50～13:20 

            B 組 2 回戦   14:00～15:20       B 組 2 回戦   13:30～15:00 

            決勝          15:30～16:50       決勝         15:10～16:40 

            個人戦表彰式  17:00～17:20       閉会式       16:55～17:15 

 

３ 会  場：ビッグハウス・スーパーレーン（公認 No.103-22）AMF36L 

            盛岡市津志田町 1 丁目 1-10     TEL 019-638-1722 

 

４ 競技種別： 

（1）団体戦（男女混合 4 人チーム戦） 

（2）年代別個人戦 

    （男女混合で 29 歳以下、30 歳代、40 歳代、50 歳代、60 歳以上の年代別 5 部門） 

 

５ チーム編成：男女混合自由とし 4 名で 1 チーム編成する。 

              年齢は大会要項総則 6 参加資格（4）による。 

 

６ 参加人数：団体戦の各市町村割当は，盛岡市 6・滝沢市 2・一関市 4・奥州市 6・花巻市 4・北上市 2・

遠野市 2・釜石市 2・陸前高田市 2・大船渡市 1、他町村 1．年代別個人戦は，特に設けない。 

 

７ 競技方法： 

（1）団体戦 

予選：4 人チーム戦で 6 ゲーム（チーム 24 ゲーム）を競技し、そのチームの総得点により上位 16

チームを選出し決勝出場チームとする。 

決勝：選出された 16 チームにて更に 3 ゲーム競技し、予選との合計 9 ゲーム（チーム 36 ゲーム）

の総得点により順位を決定する。 



（2）年代別個人戦 

予選 6 ゲームの合計得点により決勝出場選手 64 名を決定する（各部門決勝出場の内訳は各部門の

参加実績により決勝出場数を決定）。各部門決勝出場選手は、更に 3 ゲーム競技し、合計 9 ゲームの

総得点により各年代別の順位を決定する。 

 

８ 参加資格：岩手県民で、平成 28 年度 JBC 岩手県連盟に登録した者。 

            詳細は大会要項総則 6 参加資格による。 

 

９ ハンディキャップ： 

（1）女子選手には 1 ゲーム 15 点のハンディキャップを与える。 

（2）50 歳以上の選手には次の通りのハンディキャップを与える。 

     50～59 歳 5 点、60～64 歳 10 点、65～69 歳 15 点、70～74 歳 20 点、75～79 歳 25 点、 

80～84 歳 30 点、85 歳以上 35 点 

 

10 競技規則：公益財団法人全日本ボウリング協会競技規則を適用する。 

 

11 申込方法：大会要項による（参加申込書控を下記団体連絡先に送付のこと）。 

 

12 申込締切：平成 28 年 6 月 3 日（金） 

団体連絡先：盛岡市本町通 2 丁目 9-3（吉田会計事務所内） 

             岩手県ボウリング連盟 TEL 019-652-1616 

 

13 表    彰：入賞者の表彰は大会要項総則 7 表彰による。 

※注意事項 

ｱ) 参加申込責任者は市町村体育協会会長とする。 

ｲ) 参加選手は JBC 会員証、ボール検査合格証を各自携帯のこと。 

ｳ) ユニホームは県連盟制定のもの又は各市町村統一のものを着用のこと。 

    （自己の氏名を明記したものであること。会社名、ボウリング場名等の記入のあるものは不可） 

ｴ) 傷害補償制度加入負担金は国体予選参加者を対象とするものであり、当競技は国体予選の大会で

はない。従って、他の傷害保険等に各自で加入すること。 


